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第 8 期 中 間 決 算 公 告 

 

平成29年12月25日 

東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 

株 式 会 社 大 和 ネ ク ス ト 銀 行 

代表取締役社長   中村  比呂志 

 

                              

中間貸借対照表（平成 29年 9月 30日現在）  

                        （単位：百万円） 

科      目 金  額 科      目 金  額 

（資産の部）   （負債の部）   

  現 金 預 け 金   2,482,895   預 金   3,356,017  

 有 価 証 券  1,619,604  譲 渡 性 預 金  50,000 

 貸 出 金  579,008  売 現 先 勘 定  167,172 

  外 国 為 替   2,477  債券貸借取引受入担保金   633,875 

  そ の 他 資 産  87,087  借 用 金  365,700  

  そ の 他 の 資 産  87,087  外 国 為 替  0 

  有 形 固 定 資 産   9  そ の 他 負 債   65,197  

  無 形 固 定 資 産   4,902      未 払 法 人 税 等   1,157  

  貸 倒 引 当 金  △      4    そ の 他 の 負 債   64,039  

       賞 与 引 当 金   131  

            役 員 賞 与 引 当 金   36  

         役 員 退 職 慰 労 引 当 金   27  

         繰 延 税 金 負 債   3,529  

           負 債 の 部 合 計   4,641,688  

       （純資産の部）   

          資 本 金   50,000  

          資 本 剰 余 金   50,000  

           資 本 準 備 金   50,000  

          利 益 剰 余 金   25,814  

           その 他 利 益剰 余 金   25,814  

             繰 越 利 益 剰 余 金   25,814   

          株 主 資 本 合 計  125,814  

           その他有価証券評価差額金   8,847  

           繰 延 ヘ ッ ジ 損 益   △ 370      

           評価・換算差額等合計   8,477  

           純 資 産 の 部 合 計   134,292  

  資 産 の 部 合 計   4,775,980    負債及び純資産の部合計   4,775,980  
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平成 29 年 4 月  1 日から 

中間損益計算書 

平成 29 年 9 月 30 日まで 

 

（単位：百万円） 

科     目  金    額 

 
 経   常   収   益         33,116     

 

 資  金  運  用  収  益     19,172       
 

 （ う ち 貸 出 金 利 息 ）     (      6,283 ）    
 

 （うち有価証券利息配当金）     (     12,031 ）    
 

 役  務  取  引  等  収  益     22       
 

 そ  の  他  業  務  収  益     12,857      
 

 そ  の  他  経  常  収  益     1,064       
 経 常 費 用         31,076     

 

 資  金  調  達  費  用     16,352       
 

 （ う ち 預 金 利 息 ）     (    2,484 ）    
 

 役  務  取  引  等  費  用     1,640      
 

 そ  の  他  業  務  費  用     8,294      
  営   業   経   費     3,744       

 

 そ  の  他  経  常  費  用     1,044       
 経 常 利 益         2,039    

  税 引 前 中 間 純 利 益         2,039    

  法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税      1,036        

  法 人 税 等 調 整 額     △ 396         

  法 人 税 等 合 計         640    

  中 間 純 利 益         1,399    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

1．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、売買目的有価証券及びその他有価証券については、中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法によ

る償却原価法（定額法）により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

2．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

3．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

有形固定資産は、定額法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

器具備品 4年～18年 

(2)無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社

における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。 

4．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公

認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 平成24年7月4日）に規定する正常先債権及び要注意先債

権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想損失率等に基づき計上しております。破綻

懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相

当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した

残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び審査所管部署が資産査定を実施し

ております。 

(2)賞与引当金 

賞与引当金は、出向従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算基準による支払見積額の

当中間期負担分を計上しております。 

(3)役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算基準による支払見積額の当

中間期負担分を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、当社の取締役退職慰労金規

程に基づく当中間期末要支給額を計上しております。 

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
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6．ヘッジ会計の方法 

(1)金利リスク・ヘッジ  

金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」（日

本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号 平成27年4月14日）及び「銀行業における金融商品会計基

準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14

年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。

その他有価証券に区分している固定金利の債券の相場変動を相殺するヘッジにおいては個別にヘッジ対

象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ有効性評価の方法につい

ては、相場変動を相殺するヘッジのうちヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となる

ようなヘッジ指定を行っているものは、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定

に代えております。それ以外のものについてはヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し両者

の変動額を基礎にして判定しております。固定金利の貸出金の相場変動を相殺するヘッジにおいては業

種別監査委員会報告第24号に基づき一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価してお

ります。 

(2)為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨

建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第

25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっ

ております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する

目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債

権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有

効性を評価しております。 

7．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

1. 貸出金のうち、破綻先債権額は0百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政

令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている

貸出金であります。 

また、債権額は貸倒引当金控除前の金額であります。 

2．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券           1,180,466百万円 

担保資産に対応する債務 

売現先勘定                  167,172百万円 

債券貸借取引受入担保金  633,875百万円 

借用金            365,700百万円 

上記のほか、為替決済の取引の担保として有価証券10,460百万円を差し入れております。 
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また、その他の資産には、金融商品等差入担保金28,737百万円、先物取引差入証拠金2,067百万円及び

保証金152百万円が含まれております。 

3．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合

に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約

であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、11,052百万円であります。このうち契約残存期間が１

年以内のものが11,052百万円あります。 

なお、これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社

が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられており

ます。また、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約

の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

4．有形固定資産の減価償却累計額   4百万円 

 

（中間損益計算書関係） 

該当ありません。 

 

（金融商品関係） 

金融商品の時価等に関する事項 

平成 29 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。 
                                                 

（単位：百万円） 

 
中間貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1)現金預け金 

(2)有価証券 

2,482,895  

1,619,604  

2,482,895  

1,619,679  

-  

75  

売買目的有価証券 8,435  8,435  -  

満期保有目的の債券 86,761  86,836  75  

その他有価証券 1,524,407  1,524,407  -  

(3)貸出金 579,008    

  貸倒引当金(*1) 

 

△ 2    

579,005  579,744  738  

資産計 4,681,505  4,682,319  814  

(1)預金 3,356,017  3,356,256  238  

(2)譲渡性預金 50,000  50,000  -  

(3)売現先勘定 167,172  167,172  -  

(4)債券貸借取引受入担保金 633,875  633,875  -  

(5)借用金 365,700  365,700  -  

負債計 4,572,766  4,573,005  238  

デリバティブ取引(*2)     

 ヘッジ会計が適用されていないもの （4,162） （4,162） -  

 ヘッジ会計が適用されているもの 5,935  5,935  -  

デリバティブ取引計 1,772  1,772  -  
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（*1）貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。 

（*2）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引

によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）

で表示しております。 

 

（注）金融商品の時価の算定方法 

資産 

(1)現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として

おります。 

(2)有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。投資信託は、公

表されている基準価格または取引金融機関等から提示された基準価格によっております。 

(3)貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行

後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間等に基づき、元利金の合計額を同様の新規貸付

を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。 

また、破綻先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証

による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日における貸借対照表

上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としておりま

す。 

 

負債 

(1)預金 

預金のうち、要求払預金については、中間決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみ

なしております。 また、定期預金の時価は、将来のキャッシュ・フローを見積もり、一定の割引率で

割り引いて時価を算定しております。割引率は、当社の信用スプレッドを加味したイールドカーブから

算定しております。 

  (2)譲渡性預金 

譲渡性預金は、約定期間が短期間（１年以内）であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 

(3)売現先勘定 

売現先勘定は、約定期間が短期間（１年以内）であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 

(4)債券貸借取引受入担保金 

債券貸借取引受入担保金は、約定期間が短期間（１年以内）であるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。 
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(5)借用金 

借用金は、将来のキャッシュ・フローを見積もり、同様の借入において想定される利率で割り引いて

時価を算定しております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引、通貨関連取引、株式関連取引及びクレジット・デリバティブ取引

であり、割引現在価値等により算定した価額によっております。 

 

（有価証券関係） 

1. 売買目的有価証券（平成 29年 9月 30日現在）                  （単位：百万円） 

 当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 

売買目的有価証券 398 

 

2. 満期保有目的の債券（平成 29年 9月 30日現在）                （単位：百万円） 

 
種類 

中間貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

時価が中間貸借対照表

計上額を超えるもの 

社債 53,107 53,233 126 

小計 53,107 53,233 126 

時価が中間貸借対照表

計上額を超えないもの 

社債 33,654 33,603 △ 50 

小計 33,654 33,603 △ 50 

合計 86,761 86,836 75 

  

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成 29年 9月 30日現在） 

    該当ありません。 

 

4．その他有価証券（平成 29年 9月 30日現在）                  （単位：百万円） 

 
種類 

中間貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

中間貸借対照表 

計上額が取得原価 

を超えるもの 

債券 538,470 521,319 17,150 

国債 461,157 446,790 14,366 

地方債 711 711 0 

社債 76,601 73,816 2,784 

その他 347,583 339,582 8,000 

小計 886,053 860,902 25,151 

中間貸借対照表 

計上額が取得原価 

を超えないもの 

債券 109,678 109,891 △ 213 

国債 10,062 10,088  △ 26 

地方債 27,538 27,603 △ 65 

社債 72,078 72,200  △ 121 

その他 528,675 540,860 △ 12,185 

小計 638,353 650,752 △ 12,398 

合計 1,524,407 1,511,655 12,752 

(注)時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券はありません。 

 

5. 減損処理を行った有価証券 

  該当ありません。 
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（金銭の信託関係） 

該当ありません。 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。   

繰延税金資産    

未払事業税  130 百万円 

控除対象外消費税  83  

賞与引当金  40  

繰延ヘッジ損益  169  

その他    20  

繰延税金資産小計        445  

評価性引当額           △35  

繰延税金資産合計         409   

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金    3,904  

その他  35  

繰延税金負債合計       3,939  

繰延税金負債の純額        3,529 百万円 
 

（持分法損益等） 

該当ありません。 

 

（賃貸等不動産関係） 

該当ありません。 

 

（１株当たり情報） 

 

 
 

 

（単体自己資本比率（国内基準）） 

銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率（国内基準）は35.21%であり

ます。 

１株当たりの純資産額 13,429,228円38銭 

１株当たりの中間純利益金額 139,956円38銭 


